
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童家庭相談台帳 

実施機関の名称 市川市長 

個人情報ファイルが利用に 
供される事務をつかさどる 

組織の名称 
こども部 こども家庭相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
子どもに関わる様々な相談及び児童虐待対応に関わる世帯

の情報について、記録するために利用する。 

記 録 項 目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 続柄、 

５ 住所、６ 国籍、７ 電話番号、 

８ メールアドレス、９ 住民登録情報、１０ 戸籍、 

１１ 個人コード（宛名番号）、１２ 課税情報、 

１３ 「支援措置」対象者、１４ 障害者手帳の保有、 

１５ 障がい者支援サービス利用状況、 

１６ 生活保護の廃止情報、１７ 児童相談履歴、 

１８ ひとり親相談履歴、１９ 発達相談履歴、 

２０ 児童手当・扶養手当受給状況、 

２１ 医療券の状況、２２ 保育園申請状況、 

２３ こどもの所属（保育園名、学校名等）、 

２４ 妊婦及び母の健康状態、 

２５ 母子手帳取得の有無、 

２６ 乳幼児の検診受診状況、 

２７ 乳児の予防接種状況、２８ こどもの身長・体重、

２９ こどものう歯の数、３０ 就学援助情報、 

３１ 学校の出欠情報、３２ 教育相談履歴、 

３３ 国保資格情報 

記 録 範 囲 
児童、当該児童の世帯員、相談者、相談者の世帯員、親

族、関係機関職員 

記録情報の収集方法 

児童、当該児童の世帯員、相談者等からの聞き取り、庁内

関係各課、官公署に対する公用請求、関係機関からの情報

提供 

要配慮個人情報が含まれる 
ときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 



開示請求等を受理する 
組織の名称及び所在地 

（名 称）こども部 こども家庭相談課 

（所在地）〒２７２－８５０１ 市川市八幡１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する 
他の法令の規定による 

特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当 

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 
作成年月日：令和５年４月１日 

修正年月日：令和７年４月１日 

 


